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政務活動費の概要について 

〇政務活動費は、地方分権一括法の施行等により、地方議会や議員の活動がより重要とな

っていること等から、平成１２年度の地方自治法の改正により制度化されました。 

〇この改正（同法第 100 条第 14 項）において、「普通公共団体は、条例の定めるところに

より、その議員の調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部として、その議

会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合、当該政

務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経

費の範囲は、条例で定めなければならない。」とされています。 

なお、平成２３年度までは、「政務調査費」と称され、その支給対象は、議員の政策調査

研究等の経費に限定されていましたが、平成２４年度の同法改正により、「政務活動費」に

改名されました。これにより、支給対象が議員の調査研究その他の活動に資するための必

要な経費に拡大される一方で、議長に透明性確保の努力義務が課せられました。（同法第

100 条第 16 項） 

 〇岡山市議会は、平成１３年３月に、「岡山市議会の各会派に対する政務調査費（政務活動

費）の交付に関する条例」を制定し、支出に係る手続きや適正支出等を定め、議員一人当

たり月額１３５，０００円が支給されることとなりました。 

 〇透明性の確保については、岡山市議会の独自の取組みとして、法改正による経費の対象

範囲の変更、政務活動費を巡る様々な事柄や社会情勢等の変化を踏また適正な支出とする

ため、平成２５年度に「政務活動費の使途基準の運用指針」を策定しました。 

同指針は、市議会各会派の経理責任者からなる「政務活動費経理責任者会議」において、

意見調整等を図り策定したものとなっています。また、同経理責任者は、会派議員に対す

る指針の周知徹底をはじめとした透明性確保に努めています。 
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○政務活動費の対象範囲について 

同条例第５条第１項では、「政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、市

民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反

映させる活動その他市民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付す

る。」と規定されており、同条第２項では、「政務活動費は別表で定める政務活動に要する

経費に充てることができるものとする。」と規定し、対象となる経費を以下のとおり明記し

ています。 

①調査研究費…会派が行う市の事務，地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関   

する経費 

②研修費…会派が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参 

加に要する経費 

③広報費…会派が行う活動及び市政について市民に報告するために要する経費 

④広聴費…会派が行う市民からの市政及び会派の活動に対する要望及び意見の聴取，市 

民相談等の活動に要する経費 

⑤要請・陳情活動費…会派が要請及び陳情活動を行うために必要な経費 

⑥会議費…会派が各種会議を開催するために必要な経費及び団体等が開催する意見交換 

会等各種会議への会派としての参加に要する経費 

⑦資料作成費…会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 

⑧資料購入費…会派が行う活動に必要な図書，資料等の購入に要する経費 

⑨人件費…会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 

⑩事務所費…会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費 
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岡山市議会の各会派に対する政務活動費の交付に関する条例 

平成１３年３月２２日 

       市 条 例 第 １ 号 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１００条第１４項

から第１６項までの規定に基づき，岡山市議会議員の調査研究その他の活動に資

するための経費の一部として，議会における各会派に対し政務活動費を交付する

ことに関し必要な事項を定めるものとする。 

（政務活動費の交付対象） 

第２条 政務活動費は，岡山市議会における会派（所属議員が１人の場合を含む。

以下「会派」という。）に対して交付する。 

（政務活動費の額及び交付方法） 

第３条 会派に対する政務活動費は，各月１日（以下「基準日」という。）におけ

る当該会派の所属議員数に月額１３５，０００円を乗じて得た額を半期ごとに交

付する。 

２ 基準日において議員の辞職，失職，除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会

があった場合は，当該議員は前項の所属議員に含まないものとし，基準日におい

て議会の解散があった場合は，当月分の政務活動費は交付しない。 

３ 政務活動費は，各半期の最初の月に，当該半期に属する月数分を交付する。た

だし，半期の途中において議員の任期が満了する場合は，任期満了日の属する月

までの月数分を交付するものとする。

４ 各半期の途中において新たに結成された会派に対しては，その結成のあった日

の属する月の翌月（その日が基準日に当たるときは，当月）に，当該結成のあっ

た日の属する月の翌月分（その日が基準日に当たるとき及び議員改選後最初の会

派の結成に当たるときは，当月分）から当該半期の最終月分までの政務活動費を

交付する。 
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５ 政務活動費は，交付月の２０日までに交付する。ただし，その日が岡山市の休

日を定める条例（平成元年市条例第４４号）に規定する休日に当たるときは，そ

の翌日とする。

（所属議員数の異動に伴う調整） 

第４条 半期の途中において政務活動費の交付を受けた会派の所属議員数に異動が

生じた場合にあっては，その異動が生じた日の属する月の翌月（その日が基準日

に当たるときは，当月）の末日までに，既に交付した政務活動費の額が異動後の

議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは，当該下回る額を追加

して交付し，既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回る場

合は，会派の代表者は当該上回る額を返還しなければならない。 

２ 政務活動費の交付を受けた会派が，半期の途中において解散したときは，当該

会派は，解散の日から３０日以内に，解散の日の属する月の翌月分（その日が基

準日に当たる場合は，当月分）以降の政務活動費を返還しなければならない。 

 （政務活動費を充てることができる経費の範囲） 

第５条 政務活動費は，会派が行う調査研究，研修，広報，広聴，市民相談，要請，

陳情，各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し，市政に反映させ

る活動その他市民福祉の増進を図るために必要な活動（次項において「政務活

動」という。）に要する経費に対して交付する。 

２ 政務活動費は，別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるもの

とする。 

（経理責任者） 

第６条 会派は，政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。 

（収支報告書等の提出等） 

第７条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は，政務活動費に係る収入及

び支出の報告書（以下「収支報告書」という。）を作成し，これに領収書等の証

拠書類の写しを添えて，議長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による収支報告書及び領収書等の証拠書類の写し（以下「収支報告

書等」という。）は，前年度の交付に係る政務活動費について，毎年４月３０日

までに提出しなければならない。 
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３ 会派の解散があった場合は，前項の規定にかかわらず，当該会派の経理責任者

であった者は，解散の日から３０日以内に収支報告書等を提出しなければならな

い。

（政務活動費の返還） 

第８条 市長は，政務活動費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた

政務活動費の総額から，当該会派がその年度において第５条に定める経費の範囲

に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合には，当該残余の額に相当す

る額の政務活動費を返還させるものとする。 

（収支報告書等の保存，閲覧等） 

第９条 議長は，第７条の規定により提出された収支報告書等を，提出期限の日か

ら起算して５年を経過する日まで保存しなければならない。 

２ 何人も，議長に対し，前項の収支報告書等の閲覧又は写しの交付を請求するこ

とができる。 

３ 収支報告書等の写しの交付を受けるものは，写しの作成に要する費用を負担し

なければならない。 

４ 議長は，第７条第１項及び第３項の規定により提出された収支報告書の写しを

市議会ホームページに掲載することにより公開するものとする。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか，政務活動費の交付に関し必要な事項は，

市長の定めるところによる。 

附 則 

この条例は，平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１４年市条例第３６号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年市条例第４９号） 

この条例は，平成１９年７月１日（以下「施行日」という。）から施行し，改正

後の岡山市議会の各会派に対する政務調査費の交付に関する条例の規定は，施行日

以後の支出に係るものから適用する。 

附 則（平成２０年市条例第４２号） 

- 17 -

- 13 -



この条例は，地方自治法の一部を改正する法律（平成２０年法律第６９号）の施

行の日から施行する。 

附 則（平成２５年市条例第４号）

１ この条例は，平成２５年３月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の岡山市議会の各会派に対する政務活動費の交付に関する条例の規定

は，施行日以後に交付される政務活動費から適用し，施行日前に改正前の岡

山市議会の各会派に対する政務調査費の交付に関する条例の規定により交付

された政務調査費については，なお従前の例による。

別表（第５条関係） 

項目 内容 

調査研究費 会派が行う市の事務，地方行財政等に関する調査研究及び調査

委託に関する経費 

研修費 会派が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催す

る研修会の参加に要する経費 

広報費 会派が行う活動及び市政について市民に報告するために要する

経費 

広聴費 会派が行う市民からの市政及び会派の活動に対する要望及び意

見の聴取，市民相談等の活動に要する経費 

要請・陳情活動費 会派が要請及び陳情活動を行うために必要な経費 

会議費 会派が各種会議を開催するために必要な経費及び団体等が開催

する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 

資料作成費 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 

資料購入費 会派が行う活動に必要な図書，資料等の購入に要する経費 

人件費 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 

事務所費 会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費 
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岡山市議会の各会派に対する政務活動費の交付に関する規則

平成１３年３月２７日

市 規 則 第 ８ ０ 号

（趣旨）

第１条 この規則は，岡山市議会の各会派に対する政務活動費の交付に関する条例

（平成１３年市条例第１号。以下「条例」という。）に基づき交付される政務活

動費について必要な事項を定めるものとする。

（交付申請等）

第２条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は，毎年度，市長に対し，

議長を経由して政務活動費交付申請書（様式第１号）を提出しなければならない。

この場合において申請した事項に変更があった場合は，政務活動費交付変更申請

書（様式第２号）を提出しなければならない。

２ 会派を解散したときは，その代表者であった者は，直ちに，市長に対し，議長

を経由して会派解散届（様式第３号）を提出しなければならない。

（交付決定）

第３条 市長は，前条第１項の規定により申請のあった各会派について，交付すべ

き政務活動費の額を決定し，各会派の代表者に対し，政務活動費交付・変更決定

通知書（様式第４号）により通知するものとする。

（交付請求）

第４条 前条の規定による交付決定通知を受けた各会派の代表者は，その交付期限

に当たる日の前日までに，追加交付に係る変更決定通知を受けた場合は遅滞なく，

政務活動費交付請求書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。

（収支報告書等）

第５条 条例第７条第１項に規定する収支報告書は，様式第６号によるものとする。

２ 議長は，条例第７条の規定により提出された収支報告書等の写しを市長に送付

するものとする。

（収支報告書等の閲覧等）

第６条 条例第９条第２項の規定により，収支報告書等を閲覧し，又はその写しの
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交付を受けようとするものは，政務活動費収支報告書等閲覧簿（様式第７号）に

必要事項を記載しなければならない。

２ 条例第９条第３項に規定する収支報告書等の写しの作成に要する費用は，日本

工業規格Ａ列３番までの用紙片面１枚につき１０円とする。

（会計帳簿の整理保管）

第７条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は，政務活動費の支出につい

て会計帳簿を調製し，当該政務活動費に係る収支報告書等の提出期限の日から起

算して５年を経過する日まで保管しなければならない。

附 則

この規則は，平成１３年４月１日から施行する。

附 則（平成１９年市規則第２９５号）

この規則は，平成１９年７月１日から施行する。

附 則（平成２５年市規則第４５号）

１ この規則は，平成２５年３月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ この規則の規定は，施行日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書，政務

活動費交付変更申請書，会派解散届，政務活動費交付請求書及び市長が通知する

政務活動費交付・変更決定通知書から適用し，施行日前に改正前の岡山市議会の

各会派に対する政務調査費の交付に関する規則の規定により市長に提出した会派

結成・異動届，政務調査費交付申請書，政務調査費交付変更申請書，会派解散届，

政務調査費交付請求書及び市長が通知した政務調査費交付・変更決定通知書につ

いては，なお従前の例による。
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様式第1号(第2条関係) 

年  月  日 

  岡山市長          様 

会 派 名          

代表者氏名        印 

政 務 活 動 費 交 付 申 請 書 

  政務活動費の交付を受けたいので，岡山市議会の各会派に対する政務調査費の交付に

関する規則(平成13年市規則第80号)第2条第1項の規定により，下記のとおり申請します。 

記 

 1 会派の名称 

 2 会派の結成年月日 

 3 代表者氏名 

 4 経理責任者氏名 

 5 所属議員数      名(  月1日現在) 

 6 交付申請額              円(   年度分) 

 (備考) 

 この申請書は，議長を経由して市長に提出すること。 
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様式第2号(第2条関係) 

年  月  日 

  岡山市長          様 

会 派 名          

代表者氏名        印 

政務活動費交付変更申請書 

       年  月  日付けで申請した政務活動費について，申請事項に変更があ

ったので，岡山市議会の各会派に対する政務活動費の交付に関する規則(平成13年市規則

第80号)第2条第1項の規定により，下記のとおり申請します。 

記 

区 分 新 旧 変更年月日 

会 派 の 名 称

代 表 者 氏 名

経 理 責 任 者 氏 名

所 属 議 員 数

交付申請額(  年度分)

 (備考) 

 この申請書は，議長を経由して市長に提出すること。 
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様式第3号(第2条関係) 

年  月  日 

  岡山市長          様 

旧 会 派 名          

旧代表者氏名        印 

会 派 解 散 届 

  岡山市議会における会派を解散したので，岡山市議会の各会派に対する政務活動費の

交付に関する規則(平成13年市規則第80号)第2条第2項の規定により，下記のとおり届け

出ます。 

記 

 1 解散会派の名称 

 2 会派の解散年月日 

  (備考) 

   この届出書は，議長を経由して市長に提出すること。 
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様式第4号(第3条関係) 

年  月  日 

          様 

岡山市長        印 

政務活動費交付・変更決定通知書 

       年  月  日付けで申請のあった政務活動費の交付について，下記のと

おり決定したので，岡山市議会の各会派に対する政務活動費の交付に関する規則(平成1

3年市規則第80号)第3条の規定により，下記のとおり通知します。 

記 

     年度政務活動費交付・変更決定額        円 
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様式第5号(第4条関係) 

年  月  日 

  岡山市長          様 

会 派 名          

代表者氏名        印 

政 務 活 動 費 交 付 請 求 書 

  岡山市議会の各会派に対する政務活動費の交付に関する規則(平成13年市規則第80号)

第4条の規定により，下記のとおり政務活動費を請求します。 

記 

 1 請 求 額      金        円 

ただし，  年  月分から  年  月分 

 2 交付月の基準日における所属議員数 

名 

- 25 -
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様式第6号(第5条関係) 

年  月  日 

  岡山市議会議長        様 

会 派 名          

経理責任者氏名        印 

年度政務活動費収支報告書等について 

  岡山市議会の各会派に対する政務活動費の交付に関する条例(平成13年市条例第1号)

第7条の規定により，別紙のとおり，  年度政務活動費収支報告書等を提出します。 

- 26 -
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年度政務活動費収支報告書 

会派名          

1 収 入 

政務活動費        円 

2 支 出 

項 目 金 額 備 考 

調 査 研 究 費 

研 修 費 

広 報 費 

広 聴 費 

要請・陳情活動費 

会 議 費 

資 料 作 成 費 

資 料 購 入 費 

人 件 費 

事 務 所 費 

合 計 

(注) 備考欄には，主たる支出の内訳を記入のこと。 

 3 残 金 

                  円 

- 27 -
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様式第7号(第6条関係) 

政務活動費収支報告書等閲覧簿 

(    年度) 

年 月 日 閲覧者氏名 閲 覧 者 住 所 閲覧したい収支報告書等の会派

名及び年度 

写しの交付希

望の有無 

- 28 -
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　 使用者 金　額

按分による政務活動費の支出額 円

使　途　内　容

按分による支出の場合

備　　　考

按分の場合　　　５０％　　　　３３％　　　（　　　　）％

７　資料作成費

領収書・その他証拠書類添付欄

４　広聴費 ５　要請･陳情活動費

６　会議費

１　調査研究費 ２　研修費 ３　広報費

※ 領収書の但書きやレシートに支出内容の明確な記載がない場合や印字が不鮮明な場合は、
 　領収書等添付用紙に内容及び内訳を明記するとともに他の証拠となる資料を添付すること

領収書等添付用紙

整理番号経費項目

１０　事務所費９　人件費８　資料購入費

- 31 -
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決裁　　　　　年　　　月　　　日

代表者氏名 経理責任者氏名 市議会議員

決裁　　　　　年　　　月　　　日

出張（行政調査）申請書

　政務活動費による行政調査を下記により行いたいので、旅費を支給してくださるよう申
請します。

記

１　出張（調査）期間　　　　　平成　　　年　　　月　　　日（　　）～　　　月　　　日（　　） 

４　調  査  事  項

２　航空機使用　　　　　　　　有無（区間　　　　　～　　　　　、　　　　　～　　　　　）　　　　　　　　

３　出張（調査）先　　　　　　　

- 33 -
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決裁　　　　　年　　　月　　　日

代表者氏名 経理責任者氏名 市議会議員

決裁　　　　　年　　　月　　　日

出張（行政調査）報告書

２　航空機使用　　　　　　　　有無（区間　　　　　～　　　　　、　　　　　～　　　　　）　　　　　　　　

１　出張（調査）期間　　　　　平成　　　年　　　月　　　日（　　）～　　　月　　　日（　　） 

５　調査概要（所見）

３　出張（調査）先　　　　　　　

４　調  査  事  項
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平成２８年２月２３日  

各会派経理責任者 様 

                  会派経理責任者会議 

                  座長 竹之内 則夫  

政務活動費の支出に関する暫定基準について 

標記の件について、平成２８年２月２３日の会派経理責任者会議

において、別紙のとおり決定しましたので配布します。 

- 35 -
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○広報紙・報告書等の作成等に関する暫定基準 

１ 基本的考え方 

 会派が行う活動や市政について市民に報告する広報活動は，他の後援会活動，

政党活動，選挙活動等と渾然一体となりやすいため，明確に区分できない場合

は，合理的方法により按分しなければならない。 

２ 支出できるもの(例) 

（１）市政の課題に関する調査研究 

（２）定例会等での質問・答弁の概要 

（３）関係機関等への要望活動 

（４）図表、現場写真の掲載 

３ 支出できないもの(例) 

（１）選挙ポスター様の名前と顔写真 

（２）議員の経歴、役職などのプロフィール 

（３）議員の公約 

（４）後援会・政党・選挙活動内容 

４ 作成費等の按分について 

（１）広報紙全体の印象が支出の判断基準とされるので、頁の全面に議員の写

真や名前を掲載し、選挙用の広報と疑われる恐れのある場合等は、支出で

きない。 

（２）（１）に該当しない場合の按分 

ア 支出できない記述面積の割合が、各頁ごとに４分の１未満の場合は全 

額支出できる。 

イ 支出できない記述面積の割合が、各頁ごとに４分の１以上２分の 1未満

の場合は、５０％按分とする。 

平成２８年２月２３日 

会派経理責任者会議 

１ 
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○海外旅費に関する暫定基準 

１ 基本的考え方 

 海外においても、国内と同様に調査研究その他の活動を行うことができる。

ただし、各会派共通の運用とするため、「政務活動費による海外行政視察に関す

る取扱要領」（以下「要領」という。）に従い行うものとし、行程上、調査研究

活動及び友好親善活動以外の活動を含む場合は、その費用を除算するか、合理

的方法により按分しなければならない。 

 要領では、①諸外国における先進的な行政事情その他必要な事項を調査する

場合または②姉妹・友好都市への国際親善等特別の目的をもって派遣する場合

に、政務活動費を支出できると規定している。 

２ 支出できるもの（例） 

（１）市政に関連する調査目的があり、関係者からの説明を聴取するなどの調

査内容を有する施設等への訪問に要する交通費・宿泊費 

（２）姉妹・友好都市（友好交流を進展させつつある都市を含む。以下「友好

都市等」という。）の訪問に係る交通費・宿泊費（出入国税含む） 

（３）友好都市等における国際親善を目的とした行事への参加に要する経費 

（４）友好都市等の関係者と行った食事に要する経費 

【平成２１年度分の高裁判決では否認されているが、今後係争予定のもの】 

（５）友好都市等の関係者以外と行った食事に要する経費 

３ 支出できないもの（例） 

（１）調査目的が不明、または調査内容が不十分なため、私的な観光と疑われ

る視察に要する経費 

（２）国際親善の目的と認められないため、私的な観光と疑われる視察に要す

る経費 

４ 留意事項 

（１）報告書に記載されていない行動については、私的な観光と判断される。 

（２）友好都市以外の都市における視察等（史跡・博物館等を含む。）につい

ては、市政に関連する調査目的や内容を報告書に詳細に記載する必要があ

る。 

２ 
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○その他運用指針及びこれまでの高裁判決と異なるものの暫定基準 

１ 携帯電話代 

平成２１年度分の訴訟の控訴審で携帯電話代の５０％按分は違法ではない

との判決が出されたが、運用指針及び過去の高裁判決（Ｈ１９、Ｈ２０高裁判

決）では３３％按分となっており、今後の高裁判決で変わる可能性もあるので、

原則として３３％按分とする。 

２ タクシー・駐車料金 

  利用時間や入出庫時間が不自然に夜遅い（午後１０時以降）ものは、市民

相談、市政報告であっても原則として支出できない。 

（例外）特に正当な理由がある場合は、その理由を主張する必要がある。 

３ ガソリン代 

油種の違い、連日大量給油等、本人の使用車両でないものに給油したと推認

される場合は、原則として支出できない。 

（例外）本人の使用車両が修理中で上記のような給油を行った場合は、修理明

細を提示する必要がある。 

３ 
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規則
第２条第１項

規則
第３条

規則
第４条

条例
第３条

条例
第７条第１項 ○
規則
第５条

○

条例
第８条 ○

条例
第９条

※根拠の条例は「岡山市議会の各会派に対する政務活動費の交付に関する条例」、
　規則は「岡山市議会の各会派に対する政務活動費の交付に関する規則」

会派の代表者又は議員会派

※収支報告書をＨＰ
で公開
※領収書等の閲覧

※前期４月20日ま
でに、後期10月20
日までに交付

●政務活動費交付請求書

確定 ●政務活動費交付確定通知書

※前期分について、
事務局による領収
書等の精査（各会
派と調整）

返還
※残余が生じた場
合、市長に返還

※翌年４月１日～４
月30日までに

事前チェッ
ク

※事務局による領
収書等の精査（各
会派と調整）

〇

●政務活動費収支報告書（議長に提出）
（写し
を送

付）

政務活動費事務の流れ

7

8

備考根拠

※交付を受けるた
めの申請
※申請時期は４月
初め

●政務活動費交付（変更）決定通知書

市長

〇

〇
※交付を決定した
旨の通知

※交付額の確定を
通知

※前期分の請求は
４月上旬頃、後期
分の請求は10月上
旬頃

収支報告

交付請求

9

10

6

●市長が会派に交付

1

2

3

4

交付決定

〇

5
事前チェッ
ク

交付申請 ●政務活動費交付（変更）申請書

公開・閲覧

交付
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○平成２８年４月現在における政務活動費
（単位：円）

（単位：円）

1 大阪市 570,000 会派及び個人 (28年度まで10％減)無所属議員は47万5千円

2 横浜市 550,000 会派又は個人

3 京都市 540,000 会派及び個人 無所属議員は40万円

4 名古屋市 500,000 会派

5 川崎市 450,000
会派又は会派及び個人

選択制

6 札幌市 400,000 会派

7 神戸市 380,000 会派 政務調査員設置の場合、議員5人につき34万円加算

8 仙台市 350,000
会派又は個人
選択制

8 北九州市 350,000 会派

8 福岡市 350,000
会派又は個人
選択制

無所属議員は26万円

11 さいたま市 340,000 会派又は個人 無所属議員は20万円

12 千葉市 300,000 会派又は個人

12 堺市 300,000 会派及び個人

12 広島市 300,000 会派

15 静岡市 250,000 会派

16 熊本市 200,000
会派又は個人
選択制

17 新潟市 150,000
会派又は会派及び個人

選択制
無所属議員は12万円

17 浜松市 150,000 会派

19 岡山市 135,000 会派

20 相模原市 100,000 会派

平均 333,250

支給対象 特記事項

政令指定都市別　政務活動費の状況

都市名
１人当たり
交付月額

順位
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○平成２８年４月１日現在における議員報酬等の年額見込
（単位:千円）

（単位:千円）

支給月数 加算率

1 横浜市 953 4.250 0.25 16,499

2 神戸市 930 4.150 0.25 15,984

3 京都市 ※1 864 3.150 0.45 14,753

4 広島市 860 4.200 0.20 14,654

5 福岡市 880 3.150 0.45 14,579

6 名古屋市 ※1 842 3.100 0.45 14,548

7 北九州市 880 3.100 0.43 14,447

8 札幌市 860 3.150 0.45 14,248

9 川崎市 830 3.150 0.45 13,751

10 仙台市 840 2.950 0.45 13,673

11 大阪市 ※1 774 3.950 0.20 13,459

12 さいたま市 807 3.150 0.45 13,370

13 堺市 780 4.200 0.20 13,291

14 千葉市 770 4.200 0.20 13,121

15 岡山市 710 4.200 0.20 12,098

16 静岡市 663 4.150 0.20 11,258

17 相模原市 670 3.150 0.45 11,100

18 浜松市 648 4.465 0.00 10,669

19 熊本市 674 3.150 0.20 10,636

20 新潟市 653 3.100 0.20 10,265

平均 794 13,320

※1　月額報酬は減額後の金額。期末手当は減額前の月額報酬で算出される。

政令指定都市別　議員報酬等の状況

都市名 月額報酬
期末手当

議員年収順位
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【注意】
　・平成２４年度までは政務調査費、平成２５年度からは制度改正により政務活動費となっている。
　・グラフ中、平成２３年度及び平成２４年度においては研究研修費を研修費、調査旅費を調査研究費としている。

費目別使用比率の推移（５か年度）
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1.0%

3.9% 5.4%
7.1% 10.7% 13.7% 9.4% 8.4%
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（単位:千円、％）

概算交付額 81,945 千円 82,080 千円 80,730 千円 82,620 千円 75,060 千円

交付確定額 70,691 千円 70,376 千円 67,988 千円 73,253 千円 70,163 千円

返納精算額 11,254 千円 11,704 千円 12,742 千円 9,367 千円 4,897 千円

執  行  率 86.3 ％ 85.7 ％ 84.2 ％ 88.7 ％ 93.5 ％

＊平成23年度及び平成27年度は改選があり、4月分で一端精算している

＊平成27年度は議員定数の削減により、交付確定額等の総額を減額している

年度別執行額及び精算額の状況
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